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第三次宜野湾市教育振興基本計画では、「第二次宜野湾市教育振興基本計画」に引き続き、「自立」
「協働」「創造」を基軸にしながら、持続可能な社会を維持・発展させていくための教育施策を推進
し、市民一人一人が幸せや豊かさを感じられるウェルビーイングの実現を目指します。 

本計画では「学び」と「つながり」を視点に各施策を推進していきます。

子どもたちを中心に据え、多様化する
教育ニーズに対応しながら主体的な学
びを支援します。変化の激しい社会の
中で、課題に向き合い、自ら考え、夢
や目標に向かって力強く生きていくこ
とができるよう教育環境の整備を進め
ます。
そして、子どもたちが「未来を担う人
間力」を身につけ、知・徳・体の調和
のとれた「生きる力」を育む“ひとづ
くり”を目指します。

 生きる力を育む
 “ひとづくり”

１

教育DX等を活用し、子どもたちが主体的
に学び、課題解決や価値創造に取り組む
ことができる力を育みます。また、保護
者や地域の理解と協力を得ながら、学校
に関わる人々が連携・協働し、子どもた
ちの学びと成長を支える教育環境の充実
を図ります。
さらに、教師が専門職として力を発揮し
成長し続けることができる環境を整える
とともに、学校と地域が相互に支え合う
地域とともにある“学校づくり”を目指し
ます。

 子どもに関わる人たちが活動をとおしてつながる
“学校づくり”

２

市民それぞれがウェルビーイングの実
現に向け、市民が地域社会とつながる
ための多様な社会参加の機会を創りだ
します。また、活動をとおした人材育
成を推進し、地域へ還元していく仕組
みづくりに取り組みます。全世代が地
域を知り、つながり、共に行動するこ
とで、未来へつなぐ“まちづくり”を目
指します。

 地域が学びをとおしてつながる
  “まちづくり”

３

計画の基本方向

計画の効率的な推進にあたっては、市（行政）・学校・家庭・地域・社会教育
関係団体等、教育に携わる様々な方が、連携・協力しながら市民ぐるみで取り
組むことが不可欠です。そのため、それぞれの役割を踏まえつつ、全員で推進
することが重要です。

宜野湾市の教育を市民みんなで推進していくために

宜野湾市教育委員会は、国や県の状況、「第二次宜野湾市教育振興基本計画」（令和３年度～令和７年度）の成果や課題を踏
まえながら、中期的視点に立った本市の教育が目指すべき方向性と今後５年間に取り組む施策について示した「第三次宜野
湾市教育振興基本計画」を策定しました。 

教育基本法第17 条第２項の規定に基づき国や県の教育
振興基本計画を踏まえつつ、第五次宜野湾市総合計画を
上位計画として、宜野湾市の教育の振興に関する基本的
な方向や講ずべき施策を体系的に示すものです。

※第三次宜野湾市教育大綱は、本計画の第３章の総論を
　もって代えることが、令和７年度宜野湾市総合教育会
　議において決定しました。

計画策定の趣旨

計画の位置づけ

計画の基本理念



施策体系
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